
 

 

福島第一原子力発電所事故に係る県の損害賠償請求（第１次請求） 

に対する東京電力株式会社からの損害賠償金の提示について 

 

  県は，福島第一原子力発電所事故に係る損害賠償請求について，平成２３

年１２月に第１次請求として同年１１月末日までの間に生じた事故被害対策

経費等を請求して以降，随時，請求を行ってきました。 

平成２６年１１月１０日に，東京電力株式会社から第１次請求について，下

記のとおり損害賠償金の提示がありましたので，今後，提示内容を精査した上

で，支払予定額の受入れ手続きを進めるとともに，賠償の対象外等とされた経

費についても引き続き請求と交渉を進めていきます。 

記 

１ 県の第１次請求の内容 

 （１）請求日：平成２３年１２月２７日 

 （２）請求額：１６８，３７２，０７５円及び遅延損害金（年５％） 

 （３）対象期間：本件事故発生時から平成２３年１１月末日まで 

 （４）請求内容：放射線等測定費，測定機器等購入費，会議開催経費等 

 

２ 東京電力からの損害賠償金の提示内容 

（１）支払予定額：１５０，９３２，１０５円 

○第 1次請求に対する割合：８９．６％ 

 

【第１次請求に対する支払予定額の状況】 

（単位：円） 

 請求額 支払予定額 割合 

１）放射線等測定費 

・検査委託料等 

 

78,304,251 78,027,274 99.6％ 

２）測定機器等購入費 

・放射線，放射性物質測定

機器購入費 

89,653,768 72,892,401 81.3％ 

３）会議開催経費等 

・有識者会議や各種説明会

開催経費等 

414,056 12,430 3.0％ 

合計 168,372,075 150,932,105 89.6％ 
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（２）県と引き続き協議したい額：１６，５３４，９５１円 

     ○主な内容：測定機器等購入費等の一部であり，ゲルマニウム半導

体検出器１台（請求額約８５０万円），ＮａＩシンチレ

ーションスペクトロメーター２台（請求額約４７２万

円），ＮａＩシンチレーションサーベイメーター７台

（請求額約３１７万円）等 

（３）賠償対象外額：         ９０５，０１９円 

     ①主な内容：放射性物質測定に係る書籍購入費や放射性物質検査用

リーフレット作成経費等（請求額約５０万円），会議・

打合せ等に係る報償費や印刷費等（請求額約２６万円），

講演会等に係る旅費等（請求額約１２万円） 

②賠償対象外の理由：法令・政府指示等により負担を余儀なくされ

た費用と認めることは困難であり，かつ，そ

の実施方法に地方公共団体の裁量による選択

の幅が大きいため賠償対象と判断できなかっ

たため。 

 

 

 

 

 

 

（参考）県の損害賠償請求額等の状況 

県請求額    ①：１，４２８，６０２，７９１円 

既に受領した額 ②：  １０５，５３５，６６１円 

今回提示額   ③：  １５０，９３２，１０５円 

②＋③     ④：  ２５６，４６７，７６６円 

④／① 割合   ：１８．０％ 


